
７

　
保
険
料
は
、
年
金
か
ら
差
引
き

す
る
「
特
別
徴
収
」、
ま
た
は
納

付
書
や
口
座
振
替
に
よ
り
金
融
機

関
な
ど
で
納
付
す
る「
普
通
徴
収
」

の
い
ず
れ
か
で
納
付
と
な
り
ま
す
。

令
和
5
年
度
の
納
付
方
法
や
年
間

保
険
料
額
に
つ
い
て
は
、
7
月
中

旬
に
送
付
さ
れ
る
通
知
の
内
容
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

②
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
す
る
前
日
に
、
被
用
者
保
険

の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
場
合
、

資
格
取
得
後
２
年
間
に
限
り
、

均
等
割
額
が
５
割
軽
減
さ
れ
、

所
得
割
額
の
負
担
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
国
民
健
康
保
険

お
よ
び
国
民
健
康
保
険
組
合
に

加
入
し
て
い
た
方
は
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
。

問
保
険
年
金
課

　

０
２
９
７（
21
）２
１
８
７

▼
警
察
官
や
金
融
機
関
が
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
預
か
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
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